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（
環
境
委
員
会
）

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
案(

閣
法
第
五
〇
号)

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
特
殊
法
人
等
改
革
基
本
法
に
基
づ
く
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
を
実
施
す
る
た
め
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ

ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
等
の
環
境
の
保
全
上
の
支
障
の
防
止
の
た
め
の
事
業
を
行
う
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
を
設
立
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
本
会
社
は
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
事
業
及
び
環
境
の
保
全
に
関
す
る
情
報
等
を
提
供
す
る
事
業
等
を
経
営

す
る
こ
と
と
し
、
本
会
社
の
名
称
は
「
日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
」
と
す
る
。

二
、
本
会
社
の
経
営
の
健
全
性
及
び
安
定
性
の
確
保
の
た
め
に
、
本
会
社
が
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
事
業
を
経
営

す
る
間
は
政
府
が
本
会
社
の
総
株
主
の
議
決
権
の
過
半
数
を
保
有
す
る
こ
と
、
本
会
社
は
、
新
株
等
の
発
行
、
資
金
の
長
期

借
入
れ
、
代
表
取
締
役
の
選
定
等
の
決
議
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
処
理
事
業
に
係
る
事
業
基
本
計
画
の
策
定
等
に

つ
い
て
は
、
環
境
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
を
定
め
る
。

三
、
そ
の
他
本
会
社
の
設
立
の
手
続
等
に
関
し
、
所
要
の
規
定
を
置
く
。

四
、
本
会
社
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
設
立
す
る
。
ま
た
、
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
状
況
等
を
勘
案
し
つ
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つ
、
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
本
会
社
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
こ
の
法
律
の
廃
止
及
び
民
営
化
を
含
め

て
見
直
し
を
行
う
こ
と
と
す
る
。


